
年度

赤十字活動資金ご協力名簿

地区・分区 自治会・町内会・管理組合

取扱者氏名

（フリガナ）

ご芳名 ご協力金額
区分

（どちらかに
○印）

2,000円以上ご協力いただける方であって、日本赤十字社
の運営に関わる情報の送付を希望される方は住所をご記入
ください。（会員として登録させていだきます。）

1 円 一般 ・ 法人

2 円 一般 ・ 法人

3 円 一般 ・ 法人

4 円 一般 ・ 法人

5 円 一般 ・ 法人

6 円 一般 ・ 法人

7 円 一般 ・ 法人

8 円 一般 ・ 法人

9 円 一般 ・ 法人

10 円 一般 ・ 法人

11 円 一般 ・ 法人

12 円 一般 ・ 法人

13 円 一般 ・ 法人

14 円 一般 ・ 法人

15 円 一般 ・ 法人

・ ご記入いただきました個人情報は、今後の日本赤十字社の会員、寄付者の募集や表彰等を行う

 ために 保存し、使用いたします。

・ 本人の同意なしに目的外に使用したり、第三者に提供したりすることはありません。

※ 裏面もお読みいただき、赤十字活動へのご理解とご支援をよろしくお願いします。



赤十字の活動は、皆様からお寄せいただく「活動資金」によって支えられています。

皆様からお寄せいただく活動資金によって、日本赤十字社は、「国内災害救護」「救急法等の講習普及」「赤十字

ボランティア」「青少年赤十字」「国際活動」「社会福祉」「救護看護師等の育成」など、皆様がお住まいの街から世

界の各地まで人道的活動を展開しています。

赤十字の活動資金は？

１世帯あたり500円を目安に募集いただきますようお願いいたします。

ご協力いただきたい金額

活動資金と義援金の違いは？

活動資金とは？
いのちと健康、尊厳を守るため、
赤十字の活動を支援するお金。

被災された方々へ、お悔やみや応援
の気持ちを込めて贈るお金。

義援金とは？

使
い
道

対
象
者

市区町村等の自治体を通じて、被災地の方々の生
活を支援するために役立てられます。

被災地の被害状況に応じて義援金配分委員会で
定める基準に従って支援されます。

ニーズと緊急度の高い方から支援します。

災害時の救護活動や平時の防災・減災普及活動、
ボランティアの育成などに役立てられます。

国内災害救護
災害で苦しむ人々のために

地震や台風などの災害や大事

故が発生した際、救護班を派遣

して医療救護活動をするほか、

救援物資の配分、こころのケア、

活動などを行います。

<事業の一例>

救急法等の講習
けがや事故に備えるために

いのちを救う方法や健康で

安全に暮らすための知識と

技術を広めるため、全国の

支部や赤十字施設で講習

を開催しています。

-----お問い合わせ-----

各市町の赤十字窓口 または 日本赤十字社山口県支部

〒753-0074 山口市野田172-5
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